
び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」とは、   

それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば、利用者   

の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように   

側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る   

場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対   

象とならない。  

また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、   

「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、   

又は、「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」   

を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は   

受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならない。  

⑥ 「通院等のための乗車又は降車の介助」は、「自らの運転する車両   

への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車彼の屋内外におけ   

る移動等の介助」及び「通院先君しくは外出先での受診等の手続き、   

移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞ   

れの行為によって細かく区分し、「通院等のための乗車又は降車の介   

助」又は「身体介護中心型」として算定できない。例えば、通院等に   

伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「目的   

地（病院等）に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」   

は、「通院等のための乗車又は降車の介助」に含まれるものであり、   

別に「身体介護中心型」として算定できない。  

なお、一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して「通院   

等のための乗車又は降車の介助」を行った場合も、一回の「通院等の   

ための乗車又は降車の介助」として算定し、訪問介護員等ごとに細か   

く区分して算定できない。  

⑦ 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっ   

ては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対   

応した様々なサービス内容の一つとして、総合的な援助の一環として   

あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要があり、居宅   

サービス計画において、   

ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由   

イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した  

ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と  

均衡していること   

び「通院先君しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」とは、   

それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば、利用者   

の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように   

側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る   

場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対   

象とならない。  

また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、   

「乗車前若しくは降車彼の屋内外における移動等の介助」を行うか、   

又は、「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」   

を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は   

受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならない。  

⑥ 「通院等のための乗車又は降車の介助」は、「自らの運転する車両   

への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外におけ   

る移動等の介助」及び「通院先君しくは外出先での受診等の手続き、   

移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞ   

れの行為によって細かく区分し、「通院等のための乗車又は降車の介   

助」又は「身体介護中心型」として算定できない。例えば、通院等に   

伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「目的   

地（病院等）に行くための準傭」や通院先での「院内の移動等の介助」   

は、「通院等のための乗車又は降車の介助」に含まれるものであり、   

別に「身体介護中心型」として算定できない。  

なお、一一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して「通院   

等のための乗車又は降車の介助」を行った場合も、一回の「通院等の   

ための乗車又は降車の介助」として算定し、訪問介護員等ごとに細か   

く区分して算定できない。  

⑦ 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっ   

ては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対   

応した様々なサービス内容の一つとして、総合的な援助の一環として   

あらかじめ居宅サー ビス計画に位置付けられている必要があり、居宅   

サービス計画において、   

ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由   

イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した  
ヒニ  
Eヨ   

ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と  

均衡していること  
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を明確に記載する必要がある。  

（7）「通院等のための乗車又は降車の介助」と「身体介護中心型」の区分  

要介護四又は要介護五の利用者に対して、通院等のための乗車・降車   

の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間（二○～三○分程度   

以上）を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間   

に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、   

「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定単位数は算定できない。  

（例）（乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介助や排  

泄介助をした後、ベッドか ら車いすへ移乗介助し、車いすを押して  

自動車へ移動介助する場合。  

（8）「通院等のための乗車又は降車の介助」と適所サービス・短期入所サ   
ービスの「送迎」の区分  

適所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の居宅と当該事   

業所との間の送迎を行う場合は、当該利用者の心身の状況により当該事   

業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、短   

期入所サービスの送迎加算を算定することとし（適所サービスは基本単   

位に包括）、「通院等のための乗車又は降車の介助」は算定できない。  

（9）三級ヘルパーによる訪問介革の実施について  

① 三額ヘルパ・」こより埠供された指定訪問介護については、平壌三十  

一年三月三十一日をもって、原則として訪問介護費の算定を行わない  

としたところである。鋤旨定訪問介護に従事している者に  

ついては、最終的な周東蜘る観点から、介護福祉士  

の資格取得又は二級ヘルパー研修等の受講をすべき旨を、指定訪問介  

護事業所が当該者に対⊥て通知した場合に限り∴平鹿二十二年三月三  

十瑚であ  

る。輌ナた老  

を含め、三級呵こよる訪問介護費の算定は行うことができなぐ  

なることに十分留意すること。   

②働   

下「二十三号告示」とし柵基準   

（平成十二年厚生省告示第二十五号。以下「二十五号告示」という。）   

第一号において「訪問介護員として雇用」とあるのはソニ十五号告示   

第二号イ（一）の「登録型の訪問介護員等⊥として指定訪問介護事業   

所に登録している場合を含むものとする。  

を明確に記載する必要がある。  

（7）「通院等のための乗車又は降車の介助」と「身体介護中心型」の区分  

要介護凶又は要介護五の利用者に対して、通院等のための乗車・降車   

の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間（二○～三○分程度   

以上）を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間   

に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、   

「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定単位数は算定できない。  

（例）（乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介助や排  

泄介助をした後、ベッドか ら車いすへ移乗介助し、車いすを押して  

自動車へ移動介助する場合。  

（8）「通院等のための乗車又は降車の介助」と適所サービス・短期入所サ   
ービスの「送迎」の区分  

通所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の居宅と当該事   

業所との間の送迎を行う場合は、当該利用者の心身の状況により当該事   

業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、短   

期入所サービスの送迎加算を算定することとし（通所サービスは基本単   

位に包括）、「通院等のための乗車又は降車の介助」は算定できない。  

（9）訪問介護計画上三級ベルパー卿三級ヘ   
ルパー以外の訪問介護員等により訪問介護が行われた場合の取扱い  

桓   
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③ 三級ヘルパー」こ対して行う二十五号告示第一号Cり「通知」は必ずし  

も書面による必要はなく、電子メー′レ等によることも差し支えない  

が、瀬録しなければならな  

い。また、当該通知は単に事業所内に掲示するものでは足りず、縁当  
するすべての三級ヘルパーに対し、個別に行うことを要するものとす  

る。㈱こ行うものと  

する。   

塾 訪問介護計画上、三級ヘルパーにより指定訪問介護が提供されるこ  

ととされている場合に、事業所の事情により三級ヘルパー以外の訪問  

介護員等により指定訪問介護が提供される場合については、所定単位  

数に一00分の七○を乗じて得た単位数を算定すること。  

（10）二人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い等   

① 二人の訪問介護員等による訪問介護  

二人の訪問介護貞等による訪問介護について、所定単位数の一0  
0分の二00に相当する単位数が算定される場合のうち、二十三号  
告示第二号イの場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重  

介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、同号ハの場  

合としては、例えば、エレベータのない建物の二階以上の居室から  

歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。  

したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に二人の訪問介護  

員等によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利  

用者や家族の同意を得て行った場合を除き、所定単位数の一00分  
の二00に相当する単位数は算定されない。  

なお、通院・外出介助において、 一人の訪問介護員等が車両に同  

乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合に  

は、当該車両を運転するもう一人の訪問介護員等は別に「通院等の  

ための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。   
② 訪問介護員等のうち一人が三級ヘルパーである場合の取扱い  

二人の訪問介護員等のうちの一人がいわゆる三級ヘルパーで、 一  

人がそれ以外の者である場合については三級ヘルパーについては所  

定単位数に一00分の七○を乗じて得た単位数を、それ以外のヘル  

パーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること（したが  

って、結果として、所定単位数に一00分の一七○を乗じて得た単  

位数が算定されるものであること。）。  

三級ヘルパーが派遣されることとされている場合  訪問介護計画上、   

訪問介護員等が派遣さ   に、事業所の事情により三級ヘルパー以外の  

場合については、所定単位数に一00分の七○を乗じて得た単位数を算   

定すること。  

（10）二人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い等   

① 二人の訪問介護員等による訪問介護  

二人の訪問介護員等による訪問介護について、所定単位数の一0  

0分の二00に相当する単位数が算定される場合のうち、厚生労働  
大臣が定める者等（平成十二年厚生省告示第二十三号。以下㌧十  

三号告示」という。）第二号イの場合としては、体重が重い利用者  
に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該  

当し、同号ハの場合としては、例えば、エレベータのない建物の二  

階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当する  

ものであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯  
に二人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用者  

側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、所定  

単位数の－00分の二00に相当する単位数は算定されない。  
なお、通院・外出介助において、一人の訪問介護員等が車両に同  

乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合に  

は、当該車両を運転するもう一人の訪問介護員等は別に「通院等の  

ための乗車又は降車の介助」を算定することは 
② 訪問介護員等のうち一人が三級ヘルパーである場合の取扱い  

派遣された二人の訪問介護員等のうちの一人がいわゆる三級↑ル  

パーで、一人がそれ以外の者である場合については三級ヘルパーに  

ついては所定単位数に一00分の七○を乗じて得た単位数を、それ  

以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定するこ  

と（したがって、結果として、所定単位数に一00分の－七○を乗  

じて得た単位数が算定されるものであること。）。  
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（11）早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い  

居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始  

時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するも  

のとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象  

となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に  

占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。  

（12）特別地域訪問介護加算の取扱い  

注10の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保   

管、着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。）   

を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事  

業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪問介   

護員等による訪問介護は加算の対象とならず、サテライト事業所を業   

務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象となるもの  

であること。  

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライ   

ト事業所を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、当該サテ  

ライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録を別に   

行い、管理すること。  

（11）早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い  

居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始  

時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するも  

のとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象  

となる時間帯におけるサービス提供時間が 全体のサービス提供時間に  

占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。  

（12）特別地域訪問介護加算の取扱い  

注10の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保   

管、着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。）  

を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事  

業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪問介   

護員等による訪問介護は加算の対象とならず、サテライト事業所を業  

務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象となるもの  

であること。  

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライ   

ト事業所を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、当該サテ  

ライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録を別に  

行い、管理すること。  
（13）注11の取扱い   

（丑（12）を参照のこと。  

② 延訪問回数は前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三一卜一日を  

もって終わる年度とする。郷（三月を除く。）の一月当  
キりの平均延訪問回数をいうものとする。   

③灘又  

は再開した事業所を含む。）叫月  
当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、新たに  

事業を開始し、潮月目以降届出が  

可能となるものであること   

④灘こ説  

明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。  

（14）注12の取扱い  

注12の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の   

事業の人員、亘蜘年厚生省令第三十  

七号。以下「指定居宅サービス基準」とし、う。）第二十条第三項に規  

定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。  

－14－   



地 特定事業所加算  

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。   

① 体制要件  

イ 計画的な研修の実施   

吐迫 特定事業所加算  

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。   

① 体制要件  

厚生労働大臣が定める基準（平成十二年厚生省告示第二十五号。  

二十五号告示第三号イ（1）の「訪問介護員等ごとに研修計画の作  

成」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上  

のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確  

保を定めるとともに、・訪問介護員等について個別具体的な研修の  

目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなけれ  

ばならない。  

払王⊥二十五号告示」という。し第二号イ（1）の「個別の訪問介護員  

等に係る研修計画」については、当該事業所におけるサービス従事  

者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤  

務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等について個別具体的  
な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について  少なくとも  

年度が始まる三月前まで（平成十八年度にあっては、同年三月二十  

五日まで）に次年度の計画を定めなければならない。なお、年度の  
途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまで  

に当該計画を策定することで差し支えない。  

同号イ（2）（一）の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当  

たっての留意事項邑昼旦伝達又は当該指定訪問介護事業所における  

訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責  

任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービ  
ス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなければな  

らない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必  

要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分か  

れて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、そ  

の概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、少なく  
ともおおむね一月に一回以上開催されている必要がある。  

同号イ（2）（二）の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当た  

っての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、そ  

の変化の動向を含め、記載しなければならない。  

・利用者のADLや意欲里抜逸  

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望  

・家族を含む環境  

・前回のサービス提供時の状況  

・その他サービス提供に当たって必要な事項   

同号イ（2）（二）の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら  

文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能で  

旦⊥会議の定期的開催  

同号イ（2）（一）の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に   

当たっての留意事項里伝達又は当該指定訪問介護事業所における   

訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供   

責任者が主宰し、繋録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサ   
ービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなけ   

ればならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開   
催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグルー   

プ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況に   

ついては、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」   
とは、盤垂一月に一回以上開催されている必要がある。  

ハ閻ス提供後の報告  

同号イ（2）（二）の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当   

たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、   
その変化の動向を含め、記載しなければならない。  

・利用者のADLや意欲  

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望  

・家族を含む環境  

・前回のサービス提供時の状況  

・その他サービス提供に当たって必要な事項  

同号イ（2）（二）の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しなが   

ら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可  
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、 
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ある。   

また、同号イ（2）（二）の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供  

終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録  

を保存しなければならない。  

同号イ（3）の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に  

実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しな  

い訪問介護員等も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主  

の費用負担により実施しなければならない。平成十八年度について  

能である。  

また、同号イ（2）（二）の訪問介護員等から適宜受けるサービス提  

供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて  

記録を保存しなければならない。   

ニ 定期健康診断の実施  

同号イ（3）の健康診断等については、労働安全衛生法により定期  

に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当  

しない訪問介護員等も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、  

事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を  

算定しようとする場合にあっては、少なくとも一年以内に当該健  

康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りる  

ものとする。   

ホ 緊急時における対応方法の明示  

同号イ（4）の「明示」については、当該事業所における緊急時等  

の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書  

を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文  

書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをも  

って足りるものとする。  

② 人材要件   

イ 訪問介護員等要件  

第二号イ侍）の介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び一  

級課程修了者の割合については、前年度（三月を除く。）又は届  

出日の属する月の前三月の一月当たりの実績の平均について、常  

勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。  

なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一  

級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している  

又は研修の課程を修了している者とすること。   

ロ サービス提供責任者要件  

同号イ（6）の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事   

期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した  

期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含  

めるものとする。  

なお、同号イ（6）ただし書については、指定居宅サービス基準第  

五条第二項の規定により常勤のサービス提供責任者を二人配置す  

ることとされている事業所については、同項ただし書により常勤  

は、当卿ることが計画されてい  

ることをもって足りるものとする。また、年度途中から新規に事業  
を開始する場合においても、同様の取扱いとする。  

② 人材要件  

第一号イ（4）の介護福祉士の割合については、常勤換算方法により   

算定すること。  

第一号イ（6）の「五年以上の実務経験」は、介護に関する業務に従   

事した期間をいうものであり、必ずしも介護福祉士資格を有する期   

間でなくとも差し支えない。  
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のサービス提供責任者を一人配置し、非常勤のサービス提供責任   
者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満た   

すことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供   

責任者を二人以上配置しなければならないとしているものであ  

土＿＿．  

③ 重度要介護者等対応要件   

第三号イ（7）の要介護四及び要介護五である者並びに日常生活に   

支嘩をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから   

介護を必要とする認知症である者の割合については、前年度（三月   
を除く。）二抑たりの実績の平   
均について、利用実人員を用いて算定するものとする。  

なお、憫舌に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動   
が認められることから介護を必要とする認知症である者」とは、日   
常生活自立度のランクⅢ、ⅠⅤ又はMに該当する利用者を指すものと   

土星且 

④ 割合の計算方法   

②イの職員の害恰及び③の利用実人員の割合の計算は、次の取迦   

いによるものとする。  

③ 重度対応要件   

第一号イ睨ついては、届出を行った月以降においても、毎月ご   
とに直近三月間の「利用実人員」の総数に占める要介護四及び要介   

護五の者の数の割合が二○％以上を継続的に維持しなければならな   

い。なお、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、二   

○％を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しな  

ければならない  

イ働那台し、   

又は再開した事業所を含む。）については、前年度の実績による   

加算の届出はできないものとする。  

ロ 前三月の実績により届出を行った事業所については、届出を行   

った月以降においても、脚   

き、㈱働等しなければならない。  

また、棚こついては、毎．月ごとに記録するものとし、所   
定の割合を下回った場合については、紳（乃5の届払を壁   

出しなければならない。  

（16）緊急時訪問介護加算の取扱い   
①灘ビス計酎こ位置付けられて  

いない訪問介護（身体介護が中心のものに限る。）を、利用者又接  

その家族等から要請を受けてから二卿、う  

ものとする。   

②御室として算定できるもの  

とする。  

③ 緊急時訪問介護加算は、サービス提供責任者が、事前に指定居宅  
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「   

介護支援事業所の介護支援専門員と連携を図り、当該介護支援専門  

員が、利用者又はその家族等から要請された日時又は時間帯に身体  

介護中心型の訪問介護を提供する必要があると判断した場合に加算  

されるものであるが、やむを得ない事由により、介護支援専門員と  

事前の連携が図れない場合に、指定訪問介護事業所により緊急に身  

体介護中心型の訪問介護が行われた場合であって、事後に介護支擾  

専門員によって、当該訪問が必要であったと判断された場合には、  
加算の算定は可能である。  

④ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、サービス  

提供責任者と介護支援専門員が連携を図った上、利用者又はその家  

族等からの要請内容から、当該訪問介護に要する標準的な時間を、  

介護支援専門員が判断する。なお、介護支援専門員が、実際に行わ  

れた訪問介護の内容を考慮して、所要時間を変更することは差し支  

えない。  

⑤ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、（4）②及び  

③の規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が二○  
分未満であっても、三○分未満の身体介護中心型の所定単位数の算  

定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる訪問介  

護と当該訪問介護の前後に行われた訪問介護の間隔が二時間未満で  

あった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を  

算定する（所要時間を合算する必要はない）ものとする。  

⑥ 緊急時訪問介護加算の対象となる指定訪問介護の提供を行った場  

合は、指定居宅サービス基準第十九条に基づき、要請のあった時間、  

要請の内容、当該訪問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加算の算  

定対象である旨等を記録するものとする。  

（17）初回加算の取扱い  

① 本加算は、利用者が過去二月に、当該指定訪問介護事業所から指  
定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。  

② サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、指  
定居宅サービス基準第十九条に基づき、同行訪問した旨を記録する  

ものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、  

訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではな  

く、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であ  
っても、算定は可能である。 

3 訪問入浴介護費  3 訪問入浴介護費  
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（1）看護、介護職員の取扱い  

訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を介護職員として   

数えることができるものであること。例えば、派遣する三人の職員のう   

ち二人が看護職員であっても差し支えないこと。  

（2） 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場   

合の取扱い  

注2の場合に、訪問入浴介護の提供に当たる三人の職員のうち、看   
護職員が含まれている場合であっても所定単位数に一00分の九五を   

乗じて得た単位数が算定されることには変わりがないものであるこ  

と。  

（3） 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い  

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場   

合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実   
施した場合には、所定単位数に－00分の七○を乗じて得た単位数を   

算定できる。  

（1）看護、介護職員の取扱い  

訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を介護職員として   

数えることができるものであること。例えば、透過する三人の職員のう   

ち二人が看護職員であっても差し支えないこと。  

（2）利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場  

合の取扱い  

注2の場合に、訪問入浴介護の提供に当たる三人の職員のうち、看  
護職員が含まれている場合であっても所定単位数に一00分の九五を  

乗じて得た単位数が算定されることには変わりがないものであるこ  

と。  

（3）利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い  

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場  

合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実  

施した場合には、所定単位数に一00分の七○を乗じて得た単位数を  

算定できる。  

†4）注5の取扱い  

訪問介護と同様であるので、瑚。  

（5）注6の取扱い  

訪問介護と同額である仰の（14）を参阻されたい。  
（6）サービス提供体制強化加算の取扱い   

① 研修について  

串間入浴介護従業者ごとの「研修計画」Mま、当該事業所に  

おけるサービス従事畳御全体像と当該  

研修実施のた嘲訪問入浴介護従  

業者につ嘲標、内容、研修期間、実施時期等  

を定めた計画を策定しなければならない。   

② 会議の開催について  

「利用者に関する情報若しくほサービス埠供に当たっての留意事  

項㈱介  

護従業者の技術指導を目的とした会議」とFも当言家事某所においてサ  

∵ビス提供に当たる訪問入浴介護従業者のすべてが参加するもので  

なければならない。7細会して開  
催する必要はなく、いく坤分かれて開催することで  

差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなけれ  

ばならない。なお、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されて  
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いる必要がある。   

同号イ（2）（二）の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当  

たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、そ  
の変化の動向を含め、記載しなければならない。  

・利用者のADLや意欲  
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望  

・家族を含む環境  

・前回のサービス提供時の状況  

・その他サービス提供に当たって必要な事項  

③ 健康診断等について  

同号イ持）の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に   

実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない   

訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも一年以内ごとに一匡L事業   

主の費用負担により実施しなければならない。平成二十一年度につい   

ては、当該健康診断等が一年以内に実施されることが計画されている   

ことをもって足りるものとする。また、年度途中から新規に事業を開   

始する場合においても、同様の取扱いとする。  

④働こより算出した前年   

度（三月を除く。）の平均を用いることとする。ただし、平成二十一   

年度の一年間及び平成二十二年度以降の前年度の実績が六月に満た   

ない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）に   

ついては、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により   

算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、   

又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となる・もので   

あるこL  
なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各   

月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了し   

ている者とするこL  
⑤斬引こおいても、   

直近三月間の職員の害恰につき、卿等しな   

ければならない。なお、その割合については、毎月言己録するものとし、   

所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出  

しなければならない  

参 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行ってい   

る場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする（⊃  
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